釧路圏障がい者自立支援施設協議会

《くしろさぽーとねっと２１》会則

（名称と事務局）

第1条

　　本会は釧路圏障がい者自立支援施設協議会(以下「本会」)と称し通称「くしろさぽーとねっと２１」とする。

第2条

　　本会の事務局は会長の所属する施設に置く。

（目的）

第3条

　　本会は障がい者が地域で自立した生活を送るために必要な支援活動を行うと共に施設間が連携を蜜にし協力し合って障がい者の福祉と地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

（会員）

第4条

　　本会は釧路圏に所在する障がい者施設で本会に入会を希望した施設で構成する。

第5条

　　施設以外の団体、個人にあっても本会の趣旨に賛同し入会を希望した場合は役員会の決定により会員となることができる。

（事業）

第6条

　　本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

　（１）障がい者が地域で自立した生活を送るために必要な条件整備の調査・検討。

　（２）地域社会に対する障がい者福祉に関する啓発、広報活動。

　（３）障がい者の自立支援のうち特に授産活動推進のための活動。

　（４）本会会員施設に従事する職員の資質向上及び地域住民の理解促進のために必要な研修活動。

　（５）その他本会の目的達成のために必要な事業。

（部会）

第7条

　　本会は第6条の事業を推進するために次の部会を設置することができる。

　（１）調査広報部会

　　　　障がい者の自立に関する調査、検討並びに地域社会や会員への関係情報提供などの啓発及び会運営上の連絡調整に関すること。

　（２）授産支援部会

　　　　会員施設の授産活動を支援するための製品販売及びＰＲに関すること。

　（３）研修部会

　　　　会員施設職員の資質向上及び地域住民に対する障がい者福祉理解促進のための研修に関すること。

（役員）

第8条

　　本会には次の役員をおく。

　（１）会長　　　　１名

　（２）副会長　　　３名

　（３）監事　　　　１名
　（４）相談役を置くことができる。役員会に諮り、会長が委嘱する。
第9条

　　役員の選出は会員の互選とし任期は２年とする。ただし再任はさまたげない。

（会議）

第10条

　　本会の会議は次のとおりとする。

　（１）総会

　（２）役員会

　（３）部会議

第11条

　　総会、役員会は必要に応じて会長が招集し、部会議には必要に応じて部会長が招集する。

（経費と会計）

第12条

　　本会の経費は会費、その他の収入をもってからなる。会費は年額2,000円とする。

第13条

　　会費の収支事務は会長の指名した者が行う。

第14条

　　本会の会計年度は毎年４月にはじまり３月３１日で終わる。

（改正）

第15条

　　この会則の改正は、総会において決定する。

（補則）

第16条

　　この会則に定めのない事項は役員会において定める。

（附則）

　　この規約は平成１６年４月１日より施行する。

　　　　　　 平成１７年５月２１日一部改正

　　　　　　　平成２０年５月１７日一部改正
　　　　　　　平成２３年５月１４日一部改正

